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(57)【要約】
【課題】細幅配線間のＴＤＤＢ寿命の低下、および細幅
配線間のショートによる歩留まり低下を抑制する半導体
装置を提供する。
【解決手段】半導体装置１０は、ダマシン配線からなる
配線層を有し、０．５μｍ以上の幅を有する第１の配線
１２と、前記第１の配線１２に隣接し前記第１の配線１
２から０．５μｍ未満の間隔で配置された第２の配線１
４と、前記第２の配線１４に隣接し前記第１の配線１２
から０．５μｍ以下の間隔で配置された第３の配線１６
と、を備え、前記第２および第３の配線は同電位を有す
るよう構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダマシン配線からなる配線層を有する半導体装置において、
　０．５μｍ以上の幅を有する第１の配線と、
　前記第１の配線に隣接し前記第１の配線から０．５μｍ未満の間隔で配置された第２の
配線と、
　前記第２の配線に隣接し前記第１の配線から０．５μｍ以下の間隔で配置された第３の
配線と、を備え、
前記第２および第３の配線は同電位を有するよう構成されていることを特徴とする半導体
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１の配線と前記第２の配線の間隔が０．２μｍ以上である半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体装置において、
　前記第１、第２、および第３の配線は平行に配置されている半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第２の配線と前記第３の配線の配線ピッチが、０．１５μｍ未満である半導体装置
。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第２および第３の配線は、最小ピッチ配線である半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第２および第３の配線は接地電位を有する半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至５いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第２および第３の配線は電源電位を有する半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれかに記載の半導体装置において、
　前記第１、第２、および第３の配線は、銅含有金属である半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。特に、ダマシン配線を備える半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図９は従来のダマシン配線を有する半導体装置の配線層の平面図である。また、図１０
は図９のＢ－Ｂ’線に沿った断面図である。半導体装置１００は、半導体基板（不図示）
上に形成された層間絶縁膜１０８に、太幅配線１０２と、互いに隣接する細幅配線１０４
、１０６と、を含む配線層が設けられている。互いに隣接する細幅配線１０４、１０６に
は、通常は異電位が与えられる。細幅配線と太幅配線は、ダマシンプロセスにより形成さ
れる。一般に、ダマシンプロセスにおいては、表面の平坦化工程であるＣＭＰ（Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）が必須の工程である。なお、半
導体装置１００は、通常は多層配線層を有するが、図９、図１０では多層配線層中のうち
１層の配線層を示している。
【０００３】
このような構成の半導体装置１００において、近年の半導体集積回路の微細化の進展に伴
い、従来にはなかった問題が生じている。
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【０００４】
図９のような配線レイアウトにおいて、近年の集積回路の微細化の進展に伴い、距離Ｄお
よび細幅配線の配線ピッチＰが小さくなってきている。すると、互いに隣接する細幅配線
１０４、１０６の間のＴＤＤＢ（Ｔｉｍｅ－Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ
　Ｂｒｅａｋｄｏｗｎ）寿命の低下が起きる、あるいは互いに隣接する細幅配線がショー
トして、半導体装置の歩留まりを低下させるという問題が発生する。
【０００５】
特許文献１には、太幅配線と細幅配線が隣接する配線レイアウトを有する半導体装置にお
いて、太幅配線と細幅配線が同電位である場合の配線間隔よりも、異電位である場合の配
線間隔を広くとる構成が開示されている。これにより、半導体集積装置の配線パターンの
集積度を上げることができるとしている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１６５０９１号公報
【特許文献２】特開２００４－１９３５４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明では、ダマシン配線からなる配線層を有する半導体装置において、互いに隣接する
細幅配線と、該細幅配線に隣接する太幅配線とを含む配線層で、細幅配線間のＴＤＤＢ寿
命の低下、および細幅配線間のショートによる歩留まり低下を抑制する半導体装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願の発明者は鋭意検討の結果、上述の問題点はダマシン配線で必須の工程であるＣＭ
Ｐ工程において太幅配線から発生する金属の有機物からなる導電性の異物が配線層表面に
付着することが原因であることを見出した（図７）。さらに、本願の発明者は、ＣＭＰ工
程の種々に実験データによる知見に基づき、本発明をするに至った。
【０００９】
　本発明による半導体装置は、ダマシン配線からなる配線層を有する半導体装置において
、　０．５μｍ以上の幅を有する第１の配線と、前記第１の配線に隣接し前記第１の配線
から０．５μｍ未満の間隔で配置された第２の配線と、前記第２の配線に隣接し前記第１
の配線から０．５μｍ以下の間隔で配置された第３の配線と、を備え、前記第２および第
３の配線は同電位を有するよう構成されていることを特徴とする。
【００１０】
　このような構成をとることにより、第２および第３の配線が同電位を有するため、配線
層の表面に導電性の異物が付着したとしても、配線間のＴＤＤＢ寿命の低下、および配線
間のショートによる歩留まり低下を抑制できる。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、ダマシン配線からなる配線層を有する半導体装置において、互いに隣接
する細幅配線と、該細幅配線に隣接する太幅配線とを含む配線層で、細幅配線間のＴＤＤ
Ｂ寿命の低下、および細幅配線間のショートによる歩留まり低下を抑制する半導体装置を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、図
面の説明においては、同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１３】
　図１は、本実施形態の半導体装置の構成を示す平面図である。また、図２は図１のＡ－
Ａ’線に沿った断面図である。
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【００１４】
　半導体装置１０は、半導体基板（不図示）の上に設けられた層間絶縁膜１８と、該層間
絶縁膜１８に設けられた配線１２、１４、１６を備えている。配線１２、１４、１６は同
一配線層に設けられている。本実施形態において、配線１２、１４、１６はＣｕ配線であ
る。配線１２（第１の配線）は太幅配線であり、０．５μｍ以上の幅を有する。
【００１５】
配線１４（第２の配線）と配線１６（第３の配線）は細幅配線である。配線１４は、配線
１２に隣接し、配線１２から０．５μｍ未満の間隔で配置されている。また、配線１６は
、配線１４に隣接して、配線１２から０．５μｍ以下の間隔で配置されている。
【００１６】
本実施形態においては、配線１２と配線１４は０．３μｍの間隔で配置した。また、配線
１４および配線１６の幅を０．０７μｍ、配線間隔を０．０７μｍ、つまり配線ピッチを
０．１４μｍとして配置した。ここで、配線ピッチは配線幅と配線間隔の和で定義される
。また、配線１４および配線１６は、例えば最小ピッチ配線としてもよい。
【００１７】
さらに、配線１４と配線１６は、同電位を有するように構成されている。例えば、配線１
４と配線１６は、いずれも接地電位を有するように構成されていてもよい。この場合、配
線１４と配線１６は、共通の接地線（不図示）に接続される。同様に、配線１４と配線１
６は、いずれも電源電位を有するように構成されていてもよい。この場合、配線１４と配
線１６は、共通の電源線（不図示）に接続される。
【００１８】
なお、本明細書において、「同電位を有する」とは、配線抵抗による電圧降下により生じ
る電位差は含まないものとする。具体的には、配線１４と配線１６が共通の電源線に接続
されていれば、配線抵抗による電圧降下によって、両配線間に電位差を生じたとしても、
その電位差が電源電圧の３０％以下、好ましくは１０％以下であれば、本願の効果を十分
に得ることができる。例えば、電源電圧が１Ｖの場合には、０．３Ｖ以下、好ましくは０
．1Ｖ以下の電位差であれば本願の効果を十分に得ることができる。
【００１９】
　次に、図３～図６を用いて、半導体装置１０の製造方法を説明するとともに、金属（本
実施形態ではＣｕ）の有機物が配線層表面に付着するメカニズムを説明する。
【００２０】
まず、図３（ａ）に示すように、半導体基板（不図示）上に、周知の技術により層間絶縁
膜１８が形成され、その層間絶縁膜１８に配線溝２０、２２、２４が形成される。層間絶
縁膜１８としては、例えば、ＳｉＯ２膜や、ｌｏｗ－ｋ膜を用いることができる。
【００２１】
次に、スパッタ法にバリア膜（不図示）が形成される。バリア膜には、例えば、Ｔａ／Ｔ
ａＮを用いることができる。次に、Ｃｕシード層（不図示）をスパッタ法により形成した
後に、Ｃｕ膜をめっき法により堆積してから、結晶化のためのアニールを行う（図３（ｂ
））。
【００２２】
続いて、ＣＭＰ工程を行う。この工程において、ＣＭＰ法によりＣｕ膜とバリア膜を除去
して、Ｃｕ配線を形成し、図２の構造が形成される。その後に、拡散防止のためのキャッ
プ層として、例えばＳｉＮ膜を形成し、そのキャップ層上に上層の配線層を形成するため
の層間絶縁膜を形成する。次に、層間絶縁膜にビアホールが形成され、上述の配線と同様
の方法により、ビアが形成される。以降、このような工程を繰り返すことにより、ダマシ
ン配線からなる多層配線構造が形成される。
【００２３】
ここで、本明細書におけるＣＭＰ工程は、Ｃｕ膜およびバリア膜の研磨工程、洗浄工程、
酸化防止被膜形成工程、乾燥工程を含むものとする。図４～図６は、ＣＭＰ工程の詳細な
工程断面図と、本願の発明者が新たに見出した、有機物からなる異物の生成メカニズムを



(5) JP 2009-295653 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

示している。
【００２４】
図４（ａ）は、バリア膜の研磨まで終了した時点での半導体装置１０の断面図である。太
幅配線である配線１２が研磨されることで発生したＣｕ（またはＣｕイオン）３０が付着
している。また、バリア層のＣＭＰ研磨に使用する研磨剤には、酸化防止剤が含まれてい
る。この酸化防止剤は、Ｃｕ配線の表面に被膜２８を形成して、Ｃｕの酸化を防ぐ働きを
する。さらに、この酸化防止剤に含まれる有機物は、表面に付着した一部のＣｕと結合し
て、Ｃｕと有機物を含む錯体３２を形成する。
【００２５】
次に、超純水に晒すことにより、表面の研磨を行う。この工程を経ると、図４（ｂ）に示
すように、Ｃｕと有機物を含む錯体３２と、錯体を形成していないＣｕ３０とが凝集して
、巨大な異物に成長する。この異物は、半導体装置の通常の検査工程で使用される自動外
観検査装置でも検知可能なサイズとなっている。
【００２６】
次に、図５（ａ）に示すように第１の洗浄工程を行う。該第１の洗浄工程は、研磨後に残
留する大きな不純物を除去することが目的である。本洗浄工程は、例えばキレート剤や還
元剤によって洗浄を行う事ができる。この工程を経ると、図５（ａ）のように、錯体を形
成していなかったＣｕも、Ｃｕと有機物を含む錯体３２を形成する。
【００２７】
次に、図５（ｂ）に示すように第２の洗浄工程を行う。本洗浄工程は、研磨後に残留する
非常に小さな、例えばイオン性の不純物や金属を除去することが目的である。本洗浄工程
は、例えばキレート剤や還元剤によって洗浄を行う事ができる。この工程により、図５（
ｂ）のように、Ｃｕと有機物を含む錯体の一部は、配線層の表面から除去される。しかし
、完全に除去されるわけではなく、太幅配線である配線１２上およびその近傍にはＣｕと
有機物を含む錯体３２は残留している。
【００２８】
次に、図６（ａ）に示すように酸化防止剤の塗布工程、続いて図６（ｂ）の乾燥工程を行
う。これにより、Ｃｕ配線表面に酸化防止膜３４を形成し、Ｃｕ配線の酸化を抑制する。
図６（ａ）で塗布する酸化防止剤は有機物を含んでいる。よって、図６（ｂ）までのＣＭ
Ｐ工程終了時点において、太幅配線である配線１２上にはＣｕと有機物を含む錯体３２が
吸着している。なお、酸化防止剤の塗布工程については、例えば特許文献２に記載された
方法を用いることができる。
【００２９】
Ｃｕと有機物からなる錯体は太幅配線である配線１２上だけではなく、例えば図７のよう
に細幅配線である配線１４と配線１６の間に吸着することもある。この場合、配線１４と
配線１６が異電位を有していると、配線間のＴＤＤＢ寿命が低下する。あるいはＣｕと有
機物からなる錯体が配線１４と配線１６をショートしてしまい、半導体装置の動作不良を
生じて歩留まりを低下させることがある。
【００３０】
　図８は、本実施形態の半導体装置において、太幅配線の幅と、異物（Ｃｕと有機物から
なる錯体）の検出率を測定した実験データである。横軸は、太幅配線である配線１２の幅
であり、縦軸が異物の検出率を示している。なお、横軸で「パッド部」と表示したデータ
は、配線幅が十分広い場合の検出率をリファレンスとして示したものである。異物（Ｃｕ
と有機物を含む錯体）の検出率の測定は、自動外観検査装置により行った。
【００３１】
図８から明らかなように、太幅配線の幅９０ｎｍ、２１０ｎｍでは錯体は検出されないが
、配線幅が５００ｎｍを超えると錯体が検出される。さらに、検出率は配線幅が太くなる
ほど高くなる。したがって、太幅配線である配線１６の幅が０．５μｍ以上である場合に
、配線１４と配線１６が同電位を有するように構成する必要がある。
【００３２】
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次に、配線幅０．５μｍ以上の太幅配線から、どのくらいの距離までＣｕと有機物を含む
錯体により、配線層表面が汚染されているかを調べた。
【００３３】
配線幅０．５μｍ以上の太幅配線からの距離０．３μｍ、０．５μｍ、０．７μｍ、１．
４μｍの位置において、オージェ分光分析装置（ＦＥ－ＡＥＳ）により、Ｃｕ濃度の測定
を行った。測定条件は、加速電圧を２０ｋＶとし、ビーム径は約５０ｎｍφとした。
【００３４】
その結果は、
距離０．３μｍ：　３ａｔｍｉｃ％
距離０．５μｍ：　検出限界以下
距離０．７μｍ：　検出限界以下
距離１．４μｍ：　検出限界以下
であった。したがって、太幅配線である配線１２と細幅配線である配線１４との間隔が０
．５μｍ未満で配置され、かつ太幅配線である配線１２と細幅配線である配線１６との間
隔が０．５μｍ以下で配置された場合に、配線１４と配線１６が同電位を有するように構
成する必要がある。
【００３５】
　さらに、ＳＥＭ（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）像か
ら異物（Ｃｕと有機物からなる錯体）のサイズを測定した。その結果、Ｃｕと有機物から
なる錯体のサイズは０．１～０．３μｍであり、平均は０．２μｍであった。したがって
、太幅配線である配線１２と、細幅配線である配線１４の間隔は、０．２μｍ以上、好ま
しくは０．３μｍ以上であれば、配線１２と配線１４のショートを効果的に防止すること
ができる。
【００３６】
次に、細幅配線である配線１４と配線１６の配線ピッチについて説明する。図１において
、配線１２から少なくともＤ＋２Ｐ離れた領域が、Ｃｕと有機物からなる錯体が付着して
いる領域内にある時には、配線１４と配線１６を同電位にすることが必要である。上述の
ように、太幅配線である配線１２から０．５μｍより近い領域ではＣｕと有機物からなる
錯体が検出されている。したがって、Ｄ＋２Ｐ＜０．５μｍで、Ｄ＝０．２μｍ（異物の
平均サイズ）とおくと、Ｐ＜０．１５μｍとなる。よって、細幅配線である配線１４と配
線１６が、配線ピッチ０．１５μｍ未満の場合に、配線１４と配線１６が同電位を有する
ように構成する必要がある。
【００３７】
　より好ましくは、図１において、配線１２と配線１６の距離に相当する領域（Ｄ＋Ｐ）
が、Ｃｕと有機物からなる錯体が付着している範囲内にある時に配線１４と配線１６を同
電位にすることにより、ＴＤＤＢ寿命や半導体装置の歩留まりをよりいっそう向上させる
ことができる。この場合、Ｄ＋Ｐ＜０．５μｍで、Ｄ＝０．２μｍ（異物の平均サイズ）
とおくと、Ｐ＜０．３μｍとなる。しかしながら、集積度や配線設計の自由度とのバラン
スの観点から、実用上、配線１４と配線１６の配線ピッチが０．１５μｍ未満の場合に、
配線１４と配線１６が同電位を有するように構成することが望ましい。逆に、配線１４と
配線１６の配線ピッチ０．１５μｍ以上の場合には、配線１４と配線１６が異電位であっ
ても、ＴＤＤＢ寿命には影響しないレベルであることが実験的に確認されている。
【００３８】
　本発明の半導体装置１０は、配線１４と配線１６が同電位を有するように構成されてい
る。これにより、配線１２の幅が０．５μｍ以上、配線１２と配線１４の間隔が０．５μ
ｍ未満、配線１２と配線１６の間隔が０．５μｍ以下、配線１４と配線１６の配線ピッチ
が０．１５μｍ未満という、Ｃｕと有機物からなる錯体による影響が大きな場合であって
も、配線１４と配線１６の間のＴＤＤＢ寿命が低下や、配線１４と配線１６のショートを
防ぐことができるという有利な効果を得ることができる。
【００３９】
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　さらに、太幅配線である配線１２と、細幅配線である配線１４の間隔を、０．２μｍ以
上、好ましくは０．３μｍ以上とすることにより、配線１２と配線１４のＴＤＤＢ寿命低
下やショートをより効果的に防止することができる。
【００４０】
　本発明による半導体装置は、上記実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可
能である。例えば、上述の実施形態では、シングルダマシンプロセスを用いた場合を例示
したが、デュアルダマシンプロセスを用いた場合でも、同様の効果を得ることができる。
【００４１】
　また、上述の実施形態においては、配線を形成する材料がいずれもＣｕである場合を例
に説明したが、配線の材料はこれには限られず、銅含有金属その他の金属材料、たとえば
アルミニウム（Ａｌ）であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明による半導体装置の実施形態を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’線に沿った断面図である。
【図３】（ａ）、（ｂ）は本発明による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）は本発明による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図５】（ａ）、（ｂ）は本発明による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）は本発明による半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図７】本発明による半導体装置の実施形態を示す平面図である。
【図８】本発明の実施形態の太幅配線の幅と異物検出率の実験データを示す図である。
【図９】従来の半導体装置を示す平面図である。
【図１０】図９のＢ－Ｂ’線に沿った断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
１０　半導体装置
１２　配線（第１の配線）
１４　配線（第２の配線）
１６　配線（第３の配線）
１８　層間絶縁膜
２０　配線溝
２２　配線溝
２４　配線溝
２６　Ｃｕ膜
２８　酸化防止膜
３０　Ｃｕ
３２　Ｃｕと有機物を含む錯体
３４　酸化防止膜
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